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【問い合わせ先】健康福祉課 ☎66-2111内線157、158

  申し込みを受け付けます（提出期限３月13日）

    放課後児童保育(児童クラブ)の入所放課後児童保育(児童クラブ)の入所

　令和２年度の放課後児童保育(児童クラブ)への
入所申し込みを受け付けます。現在入所している
人も申し込みが必要です。
■対象者
　　放課後や土曜日に家族が仕事などの理由で家
　庭にいない小学校１～６年の児童
■利用時間

▽基本保育時間
　【平　日】下校時～ 18時
　【土曜日】８時15分～ 13時

▽夏休み・冬休み
　【平　日】８時15分～ 18時
　【土曜日】８時15分～ 13時　
■利用料金
　月額5,000円程度(おやつ代など実費負担分）
■申込書の交付と提出
　各児童クラブ、各保育園、教育委員会事務局で
交付します。
■申込書の提出
　３月13日(金)までに、各児童クラブ、各保育園、
教育委員会事務局へ提出してください。
■児童クラブ一覧

▽葛巻児童クラブ（葛巻小学校 ☎66-4664）

▽小屋瀬児童クラブ（小屋瀬保育園 ☎66-0400）

▽江刈児童クラブ（江刈保育園 ☎66-3639）

▽五日市児童クラブ（五日市保育園 ☎68-2131）
問教育委員会☎66-2111内線275

  ご協力ください　　　 

    全血献血(400㎖ )を行います全血献血(400㎖ )を行います
輸血に必要な血液をいつでも十分に確保してお

くためには、多くの皆さんの年間にわたる安定し
た献血が必要です。献血者が減少しがちな冬期で
も安全な血液製剤を安定的に供給するため、献血
にご協力ください。

　子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）は
予防接種法に基づく定期予防接種です。子宮頸
がんへの予防効果が期待できるとされていますが、
接種後の発熱や腫れのほか、アナフィラキシーや
持続的な痛みを訴える重い副反応が報告されたこ
とを受け、現在、国では因果関係や発生頻度など
について調査を進めています。
　町は厚生労働省の勧告を受け、子宮頸がんワク
チン接種を積極的に薦めることを控え対象者への
通知は行っていません。
　接種を希望する場合は、効果と副反応のリスク
を十分に理解し医師とよく相談したうえで、予診
票の交付を受けてください。
【対象者】小学６年生から高校１年生の女子
【接種回数】半年間に３回接種（標準スケジュール）
※詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧く
ださい

  子宮頸がん予防ワクチン

    接種は医師とよく相談してから接種は医師とよく相談してから

　いのちの危機は誰にでも起こりえることです。
生活していると、家庭や仕事、病気、学校、介護
のことなど何らかの悩みを抱えることがあると思
います。悩みは一人ひとり違います。似ていると
ころもあります。あなたの悩みを声や文字で伝え
てみませんか。
【個別面談窓口】
　こころの相談　　３月６日（金）14時～ 16時
　※専門医師による個別相談（予約が必要です）
【電話相談】
　▶よりそいホットライン　
　　☎0120-279-226（24時間受付）
　▶こころの相談電話
　　☎019-622-6955（月～金、９時～ 21時）
　▶盛岡いのちの電話
　　☎019-654-7575（月～土、12時～ 21時
　　　　　　　　　　　日曜、２時～ 18時）
　▶いわて県央生活支援相談室
　　☎019-637-4473（月～金、８時30分～17時15分)
【ＳＮＳ相談事業】

厚生労働省　SNS相談 〇  検 索

　あなたの悩みを伝えてみませんか

    ３月は自殺対策強化月間です３月は自殺対策強化月間です

全血献血（400㎖献血）全血献血（400㎖献血）
３３月月９９日（月）日（月）

畜産開発公社　10時～11時30分畜産開発公社　10時～11時30分
　 役場前 　　13時30分～16時　 役場前 　　13時30分～16時
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多くの施設で
屋内が原則禁煙
になります

20歳未満の人は
喫煙エリアへ

立入禁止になります

屋内での喫煙には
喫煙室の設置が
必要になります

喫煙室には
標識掲示が

義務付けされます

健康増進法が改正され、人が集まる場所では

原則たばこは吸えません

４月１日か
ら

受動喫煙によるリスクや対策について理解を深める参加者の皆さんと講師の
立身政信さん㊧

喫煙可能室や喫煙専用室
など一定の条件を満たし
た場所では喫煙できます。


